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第 3次橋本市障がい者計画及び第 7期橋本市障がい福祉計画・ 

       第 3期橋本市障がい児福祉計画（素案） 

パブリックコメントの結果について 

 

実施状況 

１ 意見公募案件 

第 3次橋本市障がい者計画及び第 7期橋本市障がい福祉計画・第 3期橋本市障がい児福

祉計画（案） 

 

２ 募集期間   

令和 6年１月 4日（木）～令和 6年 2月 2日（金） 

 

３ 第 3次橋本市障がい者計画及び第 7期橋本市障がい福祉計画・第 3期橋本市障がい児福祉

計画（素案）の公表方法 

   市ホームページ、福祉課、橋本市図書館、中央公民館、各地区公民館での閲覧 

 

４ 意見提出方法 

   郵送、持参、Eメール、FAX 

 

５ 意見提出数 

  8名 21件 

 

２ 意見の概要と市の考え方 

No 
該当 

箇所 
意見の概要 市の考え方 

1 P2 

１．計画策定の趣旨において、「障害者

情報アクセシビリティ・コミュニケー

ション施策推進法」の施行についての

記載がありません。 

「障害者情報アクセシビリティ・コミュ

ニケーション施策推進法」の施行につい

て追記します。 

2 P3 

令和 4 年 5 月施行の「障害者情報アク

セシビリティ・コミュニケーション施

策推進法」は、障がい者の情報取得、

利用、意思疎通に関わる重要な法律で

すので、この表に記載すべきではない

でしょうか。 

また、読書バリアフリー法が入るなら、

令和 2年 12月施行の「聴覚障害者等に

よる電話の利用の円滑化に関する法

律」も入れてはいかがでしょうか。 

「障害者情報アクセシビリティ・コミュ

ニケーション施策推進法」及び「聴覚障

害者等による電話の利用の円滑化に関す

る法律」について、追記します。 
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3 
P17 

P19 

令和 2 年度の精神通院医療の受給者数

減少や更生医療の給付減少は、新型コ

ロナウイルス感染症の発生に伴い申請

をしなくても有効期間を延長する措置

が取られたことによる申請数の減少が

理由であり、受給者数や給付数自体が

減少したわけではないと思います。「令

和 2 年度で減少」という書き方では誤

解を招くおそれがあると危惧します。 

「新型コロナウイルス感染症の発生状況

を鑑み、受給者証の有効期間が 1 年延長

されたことにより、申請者数が減少して

います。」の注釈を追記します。 

4 P58 

緊急時に精神科に対応できる病院を増

やして欲しい 

「2．障がい者医療サービスの確保」の主

な取組である『精神障がいのある人の医

療の充実』の中で、医療機関や関係機関

と協力して医療体制の充実に努めるとと

もに、必要に応じて和歌山県や国に要望

します。 

5 P50 

「啓発媒体の充実」について、ＳＮＳ

で動画を配信する際や、議会の中継配

信の際は、手話通訳や要約筆記等によ

る情報保障を行うこと。 

P67の「合理的配慮」や「情報保障の充実」

の中で取り組みます。また、可能な範囲

で意思疎通支援者等の派遣を行います。 

6 P51 

「学校教育における理解促進、福祉体

験教育機会の拡充」について、市内す

べての小中学校において、手話の学習

を行う。また、小学 4 年生の福祉授業

の際は、必ず手話の学習をすること。 

市内の各小中学校で取り組んでいる「総

合的な学習時間」では、障がい福祉をテ

ーマに挙げた授業を行っている学校もあ

ります。福祉教育の推進のため、社会福

祉協議会から市内の各小中学校に手話や

点字、視覚障がいなどのプログラムの案

内を行うことで手話の学習を行う学校も

あり、今後もこのような取り組みを継続

します。 

7 P52 

「研修等の参加促進」について、職員

全員の手話講習会受講と各部署より数

名が手話奉仕員養成講座を受講する。 

P67の「障がいのある人に対する市職員の

理解の促進等」において、職員に対し障

がいや難病についての理解を深めるた

め、手話講習会の動画等も活用した研修

等の実施に努めます。 

8 P54 

重度心身障がい児（者）に対する医療

費助成について、現在の対象（（身体障

害者手帳 1級・2級・3級（入院のみ）、

療育手帳Ａ判定、特別児童扶養手当 1

級、精神障害者保健福祉手帳 1級））か

ら、他の地域をまねて拡大（精神障害

者保健福祉手帳 2級等）して欲しい。 

重度心身障がい児（者）に対する医療費

助成の対象については、現在の対象を基

本とし、今後、和歌山県の定める対象の

見直しについて県と協議していきます。 
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9 P64 

視覚障がい当事者から、「横断歩道にエ

スコートゾーンを設置して欲しい」と

いう声をよく聞きます。「等」に含まれ

るのかもしれませんが、エスコートゾ

ーン設置についても言及していただけ

ればと思います。 

「エスコートゾーン」は、「視覚障がい者

誘導用ブロック等」に含まれていますの

でご了承ください。 

10 P65 

福祉タクシー券の枚数が足りない 福祉タクシー券の枚数については、利用

状況等をみて決めてまいります。 

11 P66 

「防災対策の推進」について、障がい

者施設職員に対し、様々な障がいに対

応できるよう要約筆記や手話などの情

報保障の学習機会を設けること。 

（例：出前講座での手話講習会や手話

奉仕員養成講座に参加する。） 

P67の「合理的配慮」や「情報保障の充実」

の中で取り組みます。 

12 P66 

「防災情報の的確な提供」について、

手話による情報保障、メールには動画

や写真を添付、福祉避難所にアイドラ

ゴン（※）の設置をすること。 

 

 

※アイドラゴン：聴覚障がい者向けの

手話と字幕の番組「目で聴くテレビ」

を見るために必要な専用受信機。 

多様なツールを活用し、障がい特性に配

慮した災害情報を提供出来るよう、P67

の「合理的配慮」や「情報保障の充実」

の中で取り組みます。 

また、アイドラゴンについては、平常時

は橋本市保健福祉センターに設置してい

るところですが、災害時に避難所等で設

置が可能か検討します。 

13 P66 

「地域防災体制の整備」について、福

祉課職員は、ろう者及び市に登録のあ

る手話通訳者の安否確認を行い、避難

所に派遣できる体制を整えること。 

（安否確認について、和歌山県聴覚障

害者災害救援和歌山本部や和歌山県聴

覚障害者情報センターと連携するの

か？） 

メールやＳＮＳを含め、多様なツールを

活用し、関係機関と協力しながら、ろう

者及び市に登録のある手話通訳者の安否

確認を行うよう努めます。 

また、災害の状況をみて市に登録のある

手話通訳者を避難所に派遣できるよう努

めます。 

14 P67 

新型コロナウイルス感染症に関する市

長メッセージの動画配信にあたり、手

話通訳と字幕の両方を付与していただ

いたのは、聴覚障がい者に情報を伝え

るにあたり、非常に有効であったと感

じています。せっかくのすばらしい取

組ですので、動画配信における情報保

動画配信における情報保障について、合

理的配慮の中で取り組みます。 
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障についても取組の１つとして言及し

てはいかがでしょうか。 

また、今後市が配信する様々な動画に

ついて同様の配慮をいただきますよ

う、あわせてお願いいたします。 

15 P85 

成年後見制度利用支援事業の対象は、

橋本市成年後見人等の報酬助成要綱に

よると、市長申立に限られています。 

令和 4年 10月 17日、令和 5年 5月 30

日に厚労省から各市町村に対して業務

連絡が発出されており、市町村長申立

以外でも報酬助成をするように求めら

れています。 

適切に成年後見制度利用支援事業が実

施されると、必要な量は増えると思い

ます。必要な量の見込みが、令和 3 年

度と変わらないというのは、適切な実

施を予定しないと受け取られてしまい

ます。成年後見制度利用支援事業の要

綱改正を計画に位置づけ、必要な量の

見込みを増やす必要があると考えま

す。 

P55 の「3．権利擁護の推進」の主な取組

である『権利擁護施策の促進』で、成年

後見制度利用促進のため、関係機関と協

力して中核機関の整備に取り組みます。 

ご意見のあった成年後見制度利用支援事

業の「必要な量の見込み」について、近

隣市町村の意見交換会での意見も踏ま

え、令和 6 年度「4」、令和 7 年度「5」、

令和 8年度「6」に修正を行います。 

要綱改正については、中核機関の整備を

進めていく中で検討していきます。 

16 P85 

手話通訳者の増員、養成や技能の向上

を図るための「手話奉仕員養成講習の

実施」という書き方には違和感があり

ます。奉仕員養成の目的は別のものと

考えるべきではないでしょうか。 

「手話通訳者の増員、養成や技能の向上

を図るため、研修機会の充実及び有資格

者の人材確保に努めます。」に修正しま

す。 

17 全般 

「やさしい日本語」というものがあり

ます。これは、外国人だけでなく知的

障害者や発達障害者にも伝わる可能性

があります。やさしい日本語を使用し

た、ホームページでの情報発信や窓口

対応などは大事です。ぜひ、計画に位

置づけてほしいと思います。 

 

P51「社会教育における福祉教育」と、

P64「福祉のまちづくりの推進」にやさ

しい日本語」の普及を明示し取り組ん

でいただきたいと思います。 

情報発信については、P67「３．行政サー

ビス等における配慮の推進」の主な取組

中『情報保障の充実』の中で「必要な情

報が誰でもわかりやすく入手できるよ

う、」に記載されています。 

また、例えば「橋本市障がい福祉のしお

り」において、漢字にふりがなをつけて

読みやすくするなど、障がい者への分か

りやすい説明に努めています。 

今後も情報発信・窓口対応については、

一層の分かりやすい説明を心がけていき

ます。 

18 全般 
インクルーシブの考え方をより広く取

り入れ、健常者と障がい者が同列で働

P50の「（1）理解促進により共生社会を実

現する」及び P60 の「（4）教育や就労・
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く橋本市であればいいとと思います。 

市役所やどの小中学校でも車いすの人

や知的の人が勤めているという橋本市

であってほしいと思います。 

事業所では 10 名以上は障がい者の雇

用率が適用されるくらいの橋本市であ

ってほしいと思います。 

日本で一番障がい者が住みやすい場所

として外国から視察が来るくらいにな

ればと思いました。 

社会参加を実現する」の基本目標のもと、

P62の「雇用・就業の促進」の中で取り組

みます。 

 

19 
計画の進捗状況の管理には責任者が必

要です。 

当計画は福祉課が作成主体であり進捗状

況についても福祉課が主管となります。 

20 

障がい者への理解促進、地域での自立

した生活、保健・医療・福祉サービス、

教育や就労・社会参加、障害児福祉、

地域生活支援事業のＡ型の就労施設の

充実 

橋本・伊都地域自立支援協議会の場にお

いて、障がい者を取り巻く様々な地域資

源の不足や課題等を協議し、改善に向け

て 1 市 3 町及び関係機関と協働で取り組

みます。 

21 

誤字・脱字や表現の変更 ご指摘いただきました誤字・脱字につい

て修正するとともに、表現について適切

な表現に改めます。 

 


